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鳥取県監査実施要綱 

令和２年２月１８日 

監 査 委 員 決 定 

改正  令和３年２月４日 

改正  令和３年７月８日 

改正 令和４年５月１６日 

改正  令和５年２月３日 

改正  令和６年２月５日 

改正 令和７年２月１９日 

改正  令和８年２月６日 

 

 

 

 鳥取県監査実施要綱を次のように定める。 

 

  鳥取県監査実施要綱 

 

目次 

第１章  総則（第１条―第１０条） 

第２章  定期監査（第１１条―第２１条） 

第３章  行政監査（第２２条―第２７条） 

第４章  随時監査（第２８条―第３４条） 

第５章  財政的援助団体等監査（第３５条―第４１条） 

第６章  例月現金出納検査（第４２条―第５０条） 

第７章  公金の収納又は支払の事務に係る監査（第５１条―第５７条） 

第８章  決算審査（第５８条―第６２条） 

第９章  基金運用状況審査（第６３条―第６７条） 

第１０章 健全化判断比率等の審査（第６８条―第７２条） 

第１１章 業務適正化評価報告書の審査（第７３条―第７８条） 

第１２章 他の意思に基づく監査（第７９条―第８１条） 

第１３章 監査の結果に基づく対応（第８２条） 

第１４章 雑則（第８３条） 

 附則 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、鳥取県監査基準（令和２年鳥取県監査委員告示第１号。以下「監査基準」という。）第

１７条及び鳥取県監査規程(昭和４２年鳥取県監査委員告示第１号。以下「規程」という。)第４条の規定

に基づき、監査の実施に関し基本となる事項を定め、もって監査の適正かつ効率的な運営を図ることを目

的とする。 

 

（用語の意義） 

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）部局  知事部局の各部局、会計管理者、議会事務局、教育委員会事務局、監査委員事務局、人事委員    

会事務局、労働委員会事務局、警察本部、企業局及び病院局をいう。 

（２）本庁機関  部局の下に設けられる課及び課に相当するもの並びに選挙管理委員会事務局、収用委員会

の事務を掌る組織、海区漁業調整委員会事務局及び内水面漁場管理委員会事務局をいう。 

（３）本庁外機関 知事部局の地方機関、教育機関、警察署、企業局の事業所及び病院局の病院をいう。 
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（４）財政的援助団体等  地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。） 第１９９条第７項

に規定する財政的援助を与えているもの、出資しているもの、借入金の元金又は利子の支払を保証して

いるもの、信託の受託者又は公の施設の管理を行わせているものをいう。 

（５）監査対象機関  第９条第１項第２号の規定により定められた監査の実施箇所をいう。 

（６）事務監査  本監査の実施前に事務局職員が予備的に行う調査をいう。 

（７）本監査  監査委員が自ら監査基準に基づいて行う監査をいう。 

（８）実地監査  監査対象機関の長又はその職務を代行する職員から説明を聴取し、及び必要に応じて、関

係する書類若しくは帳簿を検査し、資料の提出を求め、又は現場を検分する方法で行う監査をいう。 

（９）書面監査  特に必要がある場合に限り、関係する書類又は帳簿の検査をする方法で行う監査をいう。 

（10）定期監査 法第１９９条第１項及び第４項に規定する監査をいう。 

（11）随時監査 法第１９９条第５項に規定する監査をいう。 

２  この要綱において、監査基準第２条第１項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 

（監査着眼点及び監査技術） 

第３条  監査は、必要に応じて別表第１に掲げる項目に着目し、適宜に別表第２に掲げる手法を用いて実施

するものとする。 

 

（試査による調査の実施） 

第４条  監査基準第２条に掲げる監査の実施に係る調査の方法は、試査によるものとする。ただし、疑義が

あるときは、試査の範囲を拡大し、必要に応じ精査を行うものとする。 

２  試査は、対象を適宜に抽出し、極力広い範囲にわたって行うものとする。 

 

（監査処置基準）  

第５条  定期監査、随時監査又は財政的援助団体等監査の結果、適切な措置又は改善を要すると認められる

ものは、別表第３に掲げる処置基準により処置するものとする。 

 

（監査委員協議会における協議） 

第６条  規程第２条の規定による協議は、監査委員の会議（以下「監査委員協議会」という。）を開催して行

うものとする。 

２ 代表監査委員は、規程第２条の規定による協議を行う必要があると認めるとき又は他の監査委員に同条

の規定による協議を行う必要がある旨の意向があるときは、遅滞なく開催の目的その他必要事項を示して

監査委員協議会を招集するものとする。 

３ 監査委員は、電子的通信手段を用いて監査委員協議会に出席できるものとする。 

４ 監査委員協議会は原則非公開とする。ただし、監査委員の合議により認める場合はこの限りでない。 

 

（監査委員協議会の議事録等） 

第７条 代表監査委員は、監査委員協議会の会議録を作成するものとする。 

２ 会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。 

（１）開催年月及び日時 

（２）出席した監査委員（電子的通信手段により出席した監査委員についてはその旨）及び参与した事務局

職員の職氏名 

（３）議事の概要及び結果 

（４）報告事項 

（５）その他必要な事項 

３ 代表監査委員は、作成した会議録について、すみやかに監査委員の確認を得るものとする。 

４ 規程第２条に定める協議の結果について、必要があるときは、書面または電子的通信手段により監査委

員の確認を得るものとする。 

 

（書面の持ち回りによる協議） 

第８条  監査委員は、規程第２条の規定による協議を行う必要があると認めた場合において、代表監査委員
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が監査委員協議会を開催する暇がないと認めるとき又は監査委員協議会が開催された場合において、一の

監査委員が事故その他の事由により監査委員協議会に出席できないときの当該監査委員との協議は、第６

条第１項の規定にかかわらず、書面の持ち回りにより行うものとする。 

 

（執行計画の策定） 

第９条  規程第３条第１項の監査の執行計画は、次の各号に掲げる項目の区分に応じ、当該各号に定めると

ころにより、年度開始前に策定するものとする。 

（１）実施時期  月を単位として定めること。 

（２）実施箇所  本庁機関若しくは本庁外機関のそれぞれ若しくはこれらの合体したもの又は財政的援助団

体等を一の監査の実施の対象とする単位として定めること。 

（３）方法  実地監査又は書面監査の別を定めること。 

（４）範囲 対象とする期間を定めること。 

（５）重点事項  必要に応じ、特に留意し、詳細に調査を行う事項を定めること。 

２  事務局長は、前項の執行計画の案を作成して、監査委員協議会に提出するものとする。 

３  規程第３条第３項の監査の執行計画は、第１項第１号から第４号までに掲げる項目について、当該各号

に定めるところに準じて、定期監査、財政的援助団体等監査、例月現金出納検査、決算審査、基金運用状

況審査又は健全化判断比率等の審査の実施に極力支障の生じないよう策定するものとする。 

４ 事務局長は、代表監査委員が規程第３条第３項の監査の執行計画を定める必要があると認めたときは、

当該執行計画の案を作成して、監査委員協議会に提出するものとする。 

 

（実施計画の作成） 

第１０条  代表監査委員は、監査基準第２条各号に掲げる監査の毎月の実施計画を、規程第３条第１項から

第３項までの規定により定められた執行計画を踏まえて作成するものとする。 

２  事務局長は、全ての監査委員の意向を十分に斟酌し、可能な限り編成する班の全ての監査委員によって

監査を実施できるよう、かつ、監査対象機関の業務に支障が生じないよう配意した日程の実施計画の案を、

あらかじめ代表監査委員に提出するものとする。 

 

      第２章  定期監査 

 

（実施計画に定める事項等） 

第１１条  代表監査委員は、監査対象機関の定期監査に係る実施計画を、監査を実施する日の属する月の前

月の末日までに作成するものとする。 

２  前項の実施計画には、監査対象機関ごとに、次に掲げる事項を定めるものとする。 

（１）本監査又は事務監査を実施する日  

（２）監査の対象とする期間 

 

（実施計画の通知） 

第１２条 代表監査委員は、前条の規定により実施計画を作成したときは、鳥取県監査委員条例（昭和２３

年鳥取県条例第４０号。以下「監査委員条例」という。）第５条の規定により、監査対象機関に対して前条

第２項各号に掲げる事項を通知するものとする。 

２ 前項の通知は、監査対象機関を所管する部局の長を通じて行うものとする。 

 

（監査資料等の提出の要求）   

第１３条  代表監査委員は、定期監査の監査対象機関に対し、監査資料その他監査に必要な資料を、事務監

査を実施する日の７日前までに提出するよう求めるものとする。 

２  代表監査委員は、前項の規定により提出を求める監査資料の様式及び監査に必要な資料の内容を、前条

の通知において示すものとする。 

 

（事務監査における調査の方法） 

第１４条  定期監査の事務監査は、複数の職員が監査資料を基にして、責任ある立場にある者及び担当者か
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ら説明を聴取し、関係する書類又は帳簿を検査し、並びに必要に応じて、資料の提出を求め、又は現場を

検分する方法により行うものとする。 

２  前項の規定にかかわらず、執行計画において、監査対象機関の本監査が書面監査により実施することと

されている場合及び特に定めるものについては、監査資料を基にして行うことができるものとする。 

 

（事務監査における見解の表明） 

第１５条  定期監査の事務監査を実施した職員は、その実施の過程において、適切な措置又は改善を要する

と認められる事案があった場合においては、当該実施した監査対象機関の責任ある立場にある者に対し、

見解を述べるとともに、適宜の指導を行うものとする。  

２  前項の規定により見解を述べる職員は、あわせて、是正又は改善を要すると認めた事案に係る適否又は

処置その他の決定が、監査委員によって別途に行われるものであることを付言しなければならない。 

 

（事務監査の結果の報告） 

第１６条  定期監査の事務監査を実施した職員は、その結果を事務監査結果報告書により速やかに本監査を

実施する監査委員に報告しなければならない。  

 

（本監査における調査の方法） 

第１７条  定期監査の本監査は、監査資料を基にして実地監査を行うものとする。ただし、執行計画におい

て書面監査により実施することとされている監査対象機関の本監査は、監査資料を基にして書面監査を行

うものとする。 

２  事務局長は、前項前段の規定により本庁外機関の本監査が実施される場合においては、適宜、当該監査

対象機関を所管する本庁機関の長に対し、口頭その他の方法で、当該本庁機関の長又はその所属職員の立

会を求めるものとする。 

３ 本監査に随行した職員は、本監査の実施の過程において、後刻における資料の提出の要求その他の懸案

となった事項があるときは、当該監査対象機関に速やかに対処して報告するよう求めるものとする。 

４  本監査を実施した監査委員は、本監査終了直後に、前項に関する内容の確認のほか、第２０条第１項に

含めることとする事項その他主要な内容について確認するものとする。 

５ 事務局長は、監査対象機関から本監査の実施過程において懸案となった事項に係る報告があったときは、

監査委員にその写しを提出するものとする。 

 

（本監査への随行及びその状況の記録）    

第１８条  定期監査の本監査が実地監査により実施されるときは、事務局長その他の職員が随行するものと

する。 

２  本監査に随行した職員は、本監査終了後速やかに本監査の実施状況を簡潔に記録し、代表監査委員及び

関係職員に供覧するものとする。 

 

（監査の実施結果に基づく処置の決定）     

第１９条 監査委員は、定期監査の実施結果に基づく処置を、監査委員協議会において決定するものとする。 

２  事務局長は、定期監査の執行計画に基づく本監査が終了したときは、個々の監査の実施結果を集約する

とともに、一定の基準によって監査の実施結果に基づく処置の案を作成し、これらを監査委員協議会に提

出しなければならない。 

 

（監査の結果に関する報告等） 

第２０条 事務局長は、法第１９９条第９項の規定による監査の結果に関する報告（以下本条及び次条にお

いて「監査結果報告」という。）を決定するための文案を、前条の規定による決定に別表第３による勧告又

は指摘として決定されたものがあるときは、その内容を含めて作成し、監査委員に提出しなければならな

い。 

２ 監査委員は、前項の規定による文案の提出があったときは、監査委員協議会において審議し、監査結果

報告の文章を決定するものとする。  

３ 事務局長は、前項の規定により監査結果報告の文章が決定されたときは、速やかに監査結果報告の提出
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及び公表の事務手続を行うものとする。 

 

（監査の実施結果に関する処置の決定に係る文案の作成） 

第２１条 事務局長は、第１９条の規定により定期監査の実施結果に基づく処置の決定があったときは、別

表第３に掲げる処置のための文案（前条の規定により文章の決定した部分を除く。）を作成し、代表監査委

員に提出するものとする。 

２ 代表監査委員は、前項の規定により文案の提出があったときは、第１９条の監査委員協議会における監

査委員の意見が十分に踏まえられていることを確認し、監査の実施結果に基づく処置についての文章を決

定するものとする。 

 

      第３章  行政監査 

 

（実施計画の作成） 

第２２条 代表監査委員は、行政監査に係る実施計画を、監査を実施する日の１箇月前までに作成するもの

とする。 

２  第１１条第２項の規定は、前項の規定による実施計画の作成について準用する。 

 

（実施計画の通知） 

第２３条 代表監査委員は、前条の規定により実施計画を作成したときは、監査委員条例第５条の規定によ

り、監査対象機関に対して前条第２項において準用する第１１条第２項各号に掲げる事項をあらかじめ通

知するものとする。 

２ 前項の通知は、監査対象機関を所管する部局があるときは、当該部局の長を通じて行うものとする。 

３ 代表監査委員は第１項の規定にかかわらず、事前に予告することなく実施することが適当と認められる

場合にあっては、事務監査を実施する日に監査対象機関に対し通知するものとする。 

４ 代表監査委員は、前項の規定による通知をしたときは、当該監査対象機関を所管する部局の長にその旨

を通知するものとする。 

 

（監査資料等の提出の要求） 

第２４条  代表監査委員は、事前に予告して行政監査を実施する監査対象機関に対し、監査資料その他監査

に必要な資料を、事務監査を実施する日の７日前までに提出するよう求めるものとする。  

２ 代表監査委員は、前項の規定により提出を求める監査資料の様式及び監査に必要な資料の内容を、前条

の通知において示すものとする。 

 

（事務監査における調査の方法等） 

第２５条 行政監査の事務監査における調査の方法については第１４条の規定を、事務監査における見解の

表明については第１５条の規定を、及び事務監査の実施結果の報告については第１６条の規定を準用する。

この場合において、これらの規定中「定期監査」とあるのは「行政監査」と、第１４条中「監査資料」とあ

るのは「第２４条の規定により監査資料が提出されている場合は当該監査資料」と読み替えるものとする。 

 

（本監査における調査の方法等） 

第２６条  行政監査の本監査は、前条において準用する第１６条の規定による事務監査の実施結果の報告及

び第２４条の規定により監査資料が提出されている場合は当該監査資料を基にして実地監査を行うものと

する。ただし、執行計画において書面監査により実施することとされている監査対象機関の本監査は、提

出された監査資料を基にし、書面監査を行うものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、本監査における調査の方法については、第１７条第２項から第５項までの規

定を準用する。 

３  本監査への随行及びその状況の記録については、第１８条の規定を準用する。この場合において、同条

中「定期監査」とあるのは「行政監査」と読み替えるものとする。 
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（監査の結果に関する報告等）  

第２７条  事務局長は、行政監査の執行計画に基づく本監査が終了したときは、監査の実施結果を集約する

とともに、監査の結果に関する報告を決定するための文案を作成し、これらを監査委員に提出しなければ

ならない。 

２ 監査委員は、前項の規定による文案の提出があったときは、監査委員協議会において審議し、監査結果

報告についての文章を決定するものとする。  

３ 事務局長は、前項の規定により監査の結果に関する報告についての文章が決定されたときは、速やかに

監査結果報告の提出及び公表の事務手続を行うものとする。 

 

      第４章  随時監査 

 

（実施計画の作成） 

第２８条  代表監査委員は、随時監査に係る実施計画を、監査を実施する日の７日前までに作成するものと

する。 

２  第１１条第２項の規定は、前項の規定による実施計画の作成について準用する。 

 

（実施計画の通知） 

第２９条  代表監査委員は、前条の規定により実施計画を作成したときは、監査委員条例第５条の規定によ

り、監査対象機関に対し、前条第２項において準用する第１１条第２項各号に掲げる事項を、事前に予告

することなく実施することが適当と認められる場合にあっては事務監査を実施する日に、その他の場合に

あってはあらかじめ通知するものとする。 

２  代表監査委員は、前項の規定による通知をしたときは、当該監査対象機関を所管する部局の長にその旨

を通知するものとする。 

 

（監査資料等の提出の要求） 

第３０条  代表監査委員は、事前に予告して随時監査を実施する監査対象機関に対し、監査資料その他監査

に必要な資料を、事務監査を実施する日の７日前までに提出するよう求めるものとする。  

２ 代表監査委員は、前項の規定により提出を求める監査資料の様式及び監査に必要な資料の内容を前条の

通知において示すものとする。 

 

（事務監査における調査の方法等） 

第３１条 随時監査の事務監査における調査の方法については第１４条の規定を、事務監査における見解の

表明については第１５条の規定を、及び事務監査の実施結果に関する報告については第１６条の規定を準

用する。この場合において、これらの規定中「定期監査」とあるのは「随時監査」と第１４条中「監査資

料」とあるのは「第３０条の規定により監査資料が提出されている場合は当該監査資料」と読み替えるも

のとする。    

 

（本監査における調査の方法等） 

第３２条 随時監査の本監査は、前条において準用する第１６条の規定による事務監査の実施結果に関する

報告及び第３０条の規定により監査資料が提出されている場合は当該監査資料を基にして実地監査を行う

ものとする。ただし、執行計画において書面監査により実施することとされている監査対象機関の本監査

は、提出された監査資料を基にし、書面監査を行うものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、本監査における調査の方法については、第１７条第２項から第５項までの規

定を準用する。 

３  本監査への随行及びその状況の記録については、第１８条の規定を準用する。この場合において、同条

中「定期監査」とあるのは「随時監査」と読み替えるものとする。 

 

（監査の結果に関する報告等） 

第３３条  監査委員は、随時監査の実施結果に基づく処置を、監査委員協議会において決定するものとする。 

２  事務局長は、随時監査の執行計画に基づく本監査が終了したときは、個々の監査対象機関の監査の実施
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結果を集約するとともに、一定の基準によって監査の実施結果に基づく処置の案を作成し、これらを監査

委員協議会に提出しなければならない。 

３  随時監査の実施結果に関する報告等については、第２０条の規定を準用する。 

 

（監査の結果の通知等） 

第３４条  監査の実施結果に関する処置の決定に係る文案の作成については第２１条の規定を、及び監査の

結果の通知については監査基準第１２条の規定を準用する。この場合において、第２１条の規定中「第１

９条」とあるのは「第３３条」と、「定期監査」とあるのは「随時監査」と読み替えるものとする。 

 

      第５章  財政的援助団体等監査 

 

（実施計画の作成） 

第３５条  代表監査委員は、財政的援助団体等監査に係る実施計画を、監査を実施する日の属する月の前月

の末日までに作成するものとする。 

２  第１１条第２項の規定は、前項の規定による実施計画の作成について準用する。 

 

（実施計画の通知） 

第３６条 代表監査委員は、前条の規定により実施計画を作成したときは、監査委員条例第５条の規定によ

り、監査対象機関に対して前条第２項において準用する第１１条第２項各号に掲げる事項を通知するもの

とする。 

２ 前項の通知は、監査対象機関を所管する部局の長を通じて行うものとする。 

 

（監査資料等の提出の要求） 

第３７条  財政的援助団体等監査における監査資料等の提出の要求については、第１３条の規定を準用する。

この場合において、同条中「定期監査」とあるのは「財政的援助団体等監査」と読み替えるものとする。 

 

（事務監査における調査の方法等） 

第３８条 財政的援助団体等監査の事務監査における調査の方法については第１４条の規定を、事務監査に

おける見解の表明については第１５条の規定を、及び事務監査の実施結果の報告については第１６条の規

定を準用する。この場合において、これらの規定中「定期監査」とあるのは「財政的援助団体等監査」と

読み替えるものとする。 

  

（本監査における調査の方法等） 

第３９条  財政的援助団体等監査の本監査における調査方法については第１７条の規定を、及び本監査への

随行及びその状況の記録については第１８条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「定

期監査」とあるのは「財政的援助団体等監査」と読み替えるものとする。 

 

（監査の結果に関する報告等） 

第４０条  監査委員は、財政的援助団体等監査の実施結果に基づく処置を、監査委員協議会において決定す

るものとする。 

２  事務局長は、財政的援助団体等監査の執行計画に基づく本監査が終了したときは、個々の監査対象機関

の監査の結果を集約するとともに、一定の基準によって監査の実施計画に基づく処置の案を作成し、これ

らを監査委員協議会に提出しなければならない。 

３  財政的援助団体等の監査結果報告については、第２０条の規定を準用する。 

 

（監査の結果の通知等） 

第４１条 監査の実施結果に関する処置の決定に係る文案の作成については第２１条の規定を、及び監査の

結果の通知については監査基準第１２条の規定を準用する。この場合において、第２１条の規定中「第１

９条」とあるのは「第４０条」と、「定期監査」とあるのは「財政的援助団体等監査」と読み替えるものと

する。 



- 16 - 

 

 

      第６章  例月現金出納検査 

 

（実施計画の作成） 

第４２条 代表監査委員は、例月現金出納検査に係る実施計画を、検査を実施する日の属する月の前月の末

日までに作成するものとする。 

２  前項の実施計画には、監査対象機関ごとに、次に掲げる事項を定めるものとする。 

（１）本監査又は事務監査を実施する日  

（２）検査の対象とする月  

（３）事務監査を担当する職員の数 

 

（実施計画の通知） 

第４３条  代表監査委員は、前条の規定により実施計画を作成したときは、監査委員条例第５条の規定によ

り、監査対象機関に対して前条第２項各号に掲げる事項を通知するものとする。 

２ 前項の通知は、監査対象機関を所管する部局の長を通じて通知するものとする。 

 

（例月現金出納検査資料等の提出の要求） 

第４４条  代表監査委員は、例月現金出納検査の監査対象機関に対し、例月現金出納検査資料その他監査に

必要な資料を、事務監査を実施する日の７日前までに提出するよう求めるものとする。  

２ 代表監査委員は、前項の規定により提出を求める例月現金出納検査資料の様式及び監査に必要な資料の

内容を、前条の通知において示すものとする。 

 

（事務監査における調査の方法等） 

第４５条  例月現金出納検査の事務監査における調査の方法、見解の表明及び事務監査の実施結果の報告に

ついては第１４条から第１６条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「定期監査」

とあるのは「例月現金出納検査」と、第１４条中「監査資料」とあるのは「例月現金出納検査資料」と読み

替えるものとする。 

 

（本監査における調査の方法） 

第４６条  例月現金出納検査の本監査は、例月現金出納検査資料を基にして実地監査を行うものとする。た

だし、執行計画において書面監査により実施することとされている監査対象機関の本監査は、例月現金出

納検査資料を基にして書面監査を行うものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、本監査における調査の方法については、第１７条第２項から第５項までの規

定を準用する。 

 

（本監査の立会） 

第４７条  例月現金出納検査の本監査が実地監査により実施されるときは、事務局長その他の職員が立ち会

うものとする。 

 

（検査の実施結果に基づく結果の決定） 

第４８条  監査委員は、例月現金出納検査の実地監査又は書面監査による本監査の実施の結果、当該実施し

た監査委員が適正であると認めた場合においては、代表監査委員が決定する適正である旨の検査の結果に

関する報告の文章をもって全ての監査委員の検査の結果とするものとし、適正でないと認めた場合におい

ては、監査委員協議会において検査の結果を決定するものとする。 

 

（検査の結果に関する報告の文案の作成） 

第４９条  事務局長は、毎月、例月現金出納検査の本監査が終了した場合において、前条の規定により適正

であると認められたときは代表監査委員に、適正でないと認められたときは監査委員に、法第２３５条の

２第３項の規定による検査の結果に関する報告を決定するための文案を作成し、提出しなければならない。 

２ 監査委員は、前項の規定による文案の提出があったときは、監査委員協議会において審議し、検査の結
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果に関する報告についての文章を決定するものとする。  

 

（検査の結果の通知等） 

第５０条 事務局長は、第４８条又は前条第２項の規定により検査の結果に関する報告についての文章が決

定されたときは、速やかに監査委員全員の連名による法第２３５条の２第３項の規定による報告の提出の

事務手続を行うものとする。 

 

      第７章  公金の収納又は支払の事務に係る監査 

 

（実施計画の作成） 

第５１条 代表監査委員は、公金の収納又は支払の事務に係る監査に係る実施計画を、 監査を実施する日の

１箇月前までに作成するものとする。 

２  第１１条第２項の規定は、前項の規定による実施計画の作成について準用する。 

 

（実施計画の通知） 

第５２条  代表監査委員は、前条の規定により実施計画を作成したときは、監査委員条例第５条の規定によ

り、公金の収納又は支払の事務に係る監査の対象とする指定金融機関等（以下この章において「監査対象

金融機関」という 。）に対し、前条第２項において準用する第１１条第２項各号に掲げる事項を、事前に

予告することなく実施することが適当と認められる場合にあっては事務監査を実施する日に、その他の場

合にあってはあらかじめ通知するものとする。 

 

（監査資料等の提出の要求） 

第５３条  代表監査委員は、事前に予告して公金の収納又は支払の事務に係る監査を実施する監査対象金融

機関に対し、監査資料その他監査に必要な資料を事務監査を実施する日の７日前までに提出するよう求め

るものとする。  

２ 代表監査委員は、前項の規定により提出を求める監査資料の様式及び監査に必要な資料の内容を前条の

通知において示すものとする。 

 

（事務監査における調査の方法等） 

第５４条 公金の収納又は支払の事務に係る監査の事務監査における調査の方法については第１４条を、事

務監査における見解の表明については第１５条を、及び事務監査結果の報告については第１６条の規定を

準用する。この場合において、これらの規定中「定期監査」とあるのは「公金の収納又は支払の事務に係

る監査」と、第１４条中「監査資料」を「第５３条の規定により監査資料が提出されている場合は当該監

査資料」と読み替えるものとする。 

 

（本監査における調査の方法） 

第５５条 公金の収納又は支払の事務に係る監査の本監査は、前条において準用する第１６条の規定による

事務監査の実施結果の報告及び第５３条の規定により監査資料が提出されている場合は当該監査資料を基

にして実地監査を行うものとする。ただし、執行計画において書面監査により実施することとされている

監査対象金融機関の本監査は、提出された監査資料を基にし、書面監査を行うものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、本監査における調査の方法については、第１７条第３項から第５項までの規

定を準用する。この場合において、これらの規定中「監査対象機関」とあるのは「監査対象金融機関」と

読み替えるものとする。 

 

（本監査への随行及びその状況の記録）    

第５６条  公金の収納又は支払の事務に係る監査の本監査が実地監査により実施されるときは、事務局長そ

の他の職員が随行するものとする。 

２  本監査に随行した職員は、本監査終了後速やかに本監査の実施状況を簡潔に記録し、代表監査委員及び

関係職員に供覧するものとする。 
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（監査の実施結果に基づく結果の決定等） 

第５７条  監査の実施結果に基づく結果の決定については第４８条を、監査の結果に関する報告の文案の作

成については第４９条を、及び監査の結果の通知等については第５０条の規定を準用する。この場合にお

いて、これらの規定中「検査の結果」とあるのは「監査の結果」と、第４８条中「例月現金出納検査」とあ

るのは「公金の収納又は支払の事務に係る監査」と、第４９条中「毎月、例月現金出納検査」とあるのは

「公金の収納又は支払の事務に係る監査」と読み替えるものとする。 

 

      第８章  決算審査 

 

（実施計画の作成） 

第５８条 代表監査委員は、決算審査に係る実施計画を、審査を実施する日の属する月の前月の末日までに

作成するものとする。 

２  前項の実施計画には、決算審査の本監査の日又は事務監査を実施する日を定めるものとする。 

 

（事務監査における調査の方法等） 

第５９条  決算審査の事務監査は、知事から審査に付された決算書類について、関係する書類又は帳簿を検

査するとともに、必要に応じて、責任ある立場の者から説明を聴取し、又は資料を求める方法で行うもの

とする。 

２ 事務監査における見解の表明については第１５条を、事務監査結果の報告については第１６条の規定を

準用する。この場合において、これらの規定中「定期監査」とあるのは「決算審査」と、第１６条中「その

結果を」とあるのは「定期監査又は例月現金出納検査の実施結果とそごがあると認めた場合においては」

と、「本監査を実施する」とあるのは「全ての」と読み替えるものとする。 

 

（本監査における調査の方法等） 

第６０条  決算審査の本監査は、書面監査により行うものとする。ただし、執行計画において実地監査によ

り実施されることとされている監査対象機関の本監査は、実地監査を行うものとする。 

 

（審査の意見） 

第６１条  事務局長は、決算審査の執行計画に基づく本監査が終了したときは、法第２３３条第２項又は地

方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第２項の規定による審査の意見（以下本章において

「審査の意見」という。）を決定するための文案を作成し、これらを監査委員に提出しなければならない。 

２  第２０条第２項の規定は、前項の規定による文案の提出があった場合に準用する。この場合において、

第２０条第２項中「監査結果報告」とあるのは「審査の意見」と読み替えるものとする。 

 

（審査の意見の提出） 

第６２条  事務局長は、前条第２項において準用する第２０条第２項の規定により審査の意見についての文

章が決定されたときは、速やかに審査の意見を提出する事務手続を行うものとする。 

 

     第９章  基金運用状況審査 

 

（実施計画の作成）  

第６３条 代表監査委員は、基金運用状況審査に係る実施計画を、審査を実施する日の属する月の前月の末

日までに作成するものとする。 

２  前項の実施計画には、基金運用状況審査の本監査の日又は事務監査を実施する日を定めるものとする。 

 

（事務監査における調査の方法等） 

第６４条  基金運用状況審査の事務監査は、知事から審査に付された決算書類について、関係する書類又は

帳簿を検査するとともに、必要に応じて、責任ある立場の者から説明を聴取し、又は資料を求める方法で

行うものとする。 

２ 事務監査における見解の表明については第１５条を、事務監査結果の報告については第１６条の規定を
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準用する。この場合において、これらの規定中「定期監査」とあるのは「基金運用状況審査」と、第１６条

中「その結果を」とあるのは「定期監査又は例月現金出納検査の実施結果とそごがあると認めた場合にお

いては」と、「本監査を実施する」とあるのは「全ての」と読み替えるものとする。 

 

（本監査における調査の方法等） 

第６５条  基金運用状況審査の本監査は、書面監査により行うものとする。ただし、執行計画において実地

監査により実施されることとされている監査対象機関の本監査は、実地監査を行うものとする。 

 

（審査の意見） 

第６６条  事務局長は、基金運用状況審査の執行計画に基づく本監査が終了したときは、法第２４１条第５

項の規定による審査の意見（以下本章において「審査の意見」という。）を決定するための文案を作成し、

これを監査委員に提出しなければならない。 

２  第２０条第２項の規定は、前項の規定による文案の提出があった場合に準用する。この場合において、

第２０条第２項中「監査結果報告」とあるのは「審査の意見」と読み替えるものとする。 

 

（審査の意見の提出） 

第６７条  事務局長は、前条第２項において準用する第２０条第２項の規定により審査の意見についての文

章が決定されたときは、速やかに審査の意見を提出する事務手続を行うものとする。 

 

     第１０章  健全化判断比率等の審査 

 

（実施計画の作成） 

第６８条 代表監査委員は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号。以下「財

政健全化法」という。）に規定する健全化判断比率等の審査に係る実施計画を、審査を実施する日の属する

月の前月の末日までに作成するものとする。 

２  前項の実施計画には、健全化判断比率等の審査の本監査の日及び事務監査を実施する日を定めるものと

する。 

 

（事務監査における調査の方法等） 

第６９条 健全化判断比率等の審査の事務監査は、知事から審査に付された健全化判断比率及び資金不足比

率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類について、関係する書類又は帳簿を審査するとと

もに、必要に応じて、責任ある立場の者から説明を聴取し、又は資料を求める方法で行うものとする。 

２ 事務監査における見解の表明については第１５条を、事務監査結果の報告については第１６条の規定を

準用する。この場合において、これらの規定中「定期監査」とあるのは「健全化判断比率等の審査」と、第

１６条中「本監査を実施する」とあるのは「全ての」と読み替えるものとする。 

 

（本監査における調査の方法等） 

第７０条  健全化判断比率等の審査の本監査は、原則として実地監査により行うものとする。 

 

（審査の意見） 

第７１条  事務局長は、健全化判断比率等の審査の執行計画に基づく本監査が終了したときは、財政健全化

法第３条第１項及び第２２条第１項の規定による審査の意見（以下本章において「審査の意見」という。）

を決定するための文案を作成し、これらを監査委員に提出しなければならない。 

２  第２０条第２項の規定は、前項の規定による文案の提出があった場合に準用する。この場合において、

第２０条第２項中「監査結果報告」とあるのは「審査の意見」と読み替えるものとする。 

 

（審査の意見の提出） 

第７２条  事務局長は、前条第２項において準用する第２０条第２項の規定により審査の意見についての文

章が決定されたときは、速やかに審査の意見を提出する事務手続を行うものとする。 
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    第１１章  業務適正化評価報告書の審査 

 

（実施計画の作成） 

第７３条  代表監査委員は、業務適正化評価報告書（以下「報告書」という。）の審査（以下「報告書審査」

という。）に係る実施計画を、毎年度４月末日までに作成するものとする。 

２ 前項の実施計画には、監査委員と業務適正化推進本部長の指定した者との意見交換を行う時期、報告書

審査の本監査の時期及び事務監査を実施する時期を定めるものとする。 

 

（事務監査における調査の方法等） 

第７４条 報告書審査の事務監査は、知事から審査に付された報告書について、次の各号に掲げる方法で行

うものとする。ただし、効率的に監査を実施するため、報告書が審査に付される前であっても、可能な範

囲について事務監査を行うものとする。 

（１）業務適正化のリスク（組織目的の達成を阻害する要因）の認識、未然防止策の策定見直し状況等につ

いて業務適正化の推進、評価等を所管する機関の責任ある立場のものから説明を徴取するとともに、必

要に応じて関係する書類等の提出を求める方法。 

（２）リスクの未然防止策の取組等について各実施機関の責任ある立場の者と職員からの説明を徴取する方

法。    

２ 事務監査における見解の表明については第１５条を、事務監査の結果の報告については第１６条の規定

を準用する。この場合において、これらの規定中「定期監査」とあるのは「報告書審査」と、第１６条中

「本監査を実施する」とあるのは「全ての」と読み替えるものとする。 

 

（意見交換） 

第７５条 監査委員は業務適正化評価本部長が指定する者との意見交換を行うものとする。 

（１）業務適正化の取組方針等を決定したとき。 

（２）業務適正化評価結果をとりまとめたとき。  

 

（本監査における調査の方法等） 

第７６条 報告書審査の本監査は、原則、実地監査により行うものとする 

 

（審査の意見） 

第７７条 事務局長は、報告書審査の執行計画に基づく本監査が終了したときは、法第１５０条第５項の規

定による審査の意見（以下本章において「審査の意見」という。）を決定するための文案を作成し、これを

監査委員に提出しなければならない。 

２ 第２０条第２項の規定は、前項の規定による文案の提出があった場合に準用する。この場合において、

第２０条第２項中「監査結果報告」とあるのは「審査の意見」と読み替えるものとする。 

 

（審査の意見の提出） 

第７８条 事務局長は、前条第２項において準用する第２０条第２項の規定により審査の意見についての文

章が決定されたときは、速やかに審査の意見を提出する事務手続を行うものとする。 

 

     第１２章  他の意思に基づく監査 

 

（実施計画の作成） 

第７９条  代表監査委員は、直接請求による監査、議会の請求による監査、知事の要求による監査、住民の

請求による監査又は職員の賠償責任に係る監査（以下「他の意思に基づく監査」という。）に係る実施計画

は、監査の対象、監査すべき内容、監査事務の量等を総合的に勘案して定めるものとする。 

２  第１１条第２項の規定は、前項の規定による実施計画の作成について準用する。 

 

（実施計画の通知） 

第８０条  代表監査委員は、前条の規定により実施計画を作成したときは、監査委員条例第５条の規定によ
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り、監査対象機関が所掌する事務を掌理する議会、知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、公

安委員会、労働委員会その他法律に基づく委員会又は委員に通知するものとする。 

 

（事務の取扱い） 

第８１条  他の意思に基づく監査の実施の手続その他の事務の取扱いは、前２条に定めるもののほか、行政

監査の例によるものとする。 

 

     第１３章  監査の結果に基づく対応 

 

（部局長との協議）   

第８２条  監査委員は、執行した監査に関し、特に懸念し又は質さなければならないと思われる事案につい

て、その全員が同席する場に関係する部局の長の出席を求めてその意見を聴き、当該部局の長と協議する

機会を毎年１回持つものとする。 

 

     第１４章  雑則 

 

（委任） 

第８３条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施のための様式その他の細則は、事務局長が定める。 

２  事務局長は、この要綱の実施のための細則を定め、又はその改廃をする場合においては、監査委員協議

会において、その要旨を説明して監査委員の意見を聴き、その意見を十分に反映させなければならない。 

 

 

 附 則 

 この要綱は、令和２年２月 18日から施行し、令和２年度監査等執行計画に基づく監査から適用する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和３年２月４日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和３年７月８日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和４年５月 16日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和５年２月３日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和６年２月５日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和７年２月 19日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和８年２月６日から施行する。 
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別表第１（第３条関係） 

 

監  査  の  着  眼  点 

 

 １ 予算、決算及び会計事務 

  （財務一般について） 

   (1) 会計年度独立の原則は守られているか。 

   (2) 出納閉鎖期日は厳守されているか。 

      (3) 出納員等の任命又は配置は適切か。 

 

  （会計年度及び会計区分について） 

   (1) 会計区分は正しいか。 

   (2) 収入年度区分は正しいか。 

   (3) 支出年度区分は正しいか。 

 

  （予算について） 

   (1) 総計予算主義の原則に反するものはないか。 

   (2) 予算執行が形式的に行われていないか。 

   (3) 予算の議決前執行はないか。 

   (4) 配当又は令達の時期及びその額は適当か。 

   (5) 予算流用又は予備費充用は適正か。 

   (6) 予算の繰越しは適切か。 

   (7) 繰上充用について遺憾な点はないか。 

   (8) 一時借入金の額は適当であるか。 

 

  （収入事務について） 

   (1) 収入に関する条例、規則その他諸規程は整備されているか。 

   (2) 収入科目は正当か。 

   (3) 前年度収入未済額の繰越し手続は適切に行われているか。 

      (4) 収入単価は妥当か。      

      (5) 調定の時期及び納期限の定めは適正か。 

   (6) 調定額は正しいか（調定漏れ又は算出基礎の誤りはないか。）。 

   (7) 調定変更の手続は正しいか。 

   (8) 収納金の払込は迅速正確に行われているか。 

      (9) 収入証拠書類は適正に保管されているか。 

   (10)諸帳簿の整理記帳等は、正しく行われているか。 

   (11)現金領収証書の取扱い（記入、保管、引継事務等）は適正に行われているか。 

   (12)分納又は分割納付は適正に行われているか。 

   (13)収納金に過不足等誤りはないか。 

   (14)減額の措置は適正に行われているか。 

   (15)収入未済額に対する収入確保の措置は適切か。 

   (16)過誤納金の還付、充当は適正か。 

 

  （県税事務について） 

   (1) 課税事務は適正に行われているか。 

    ア 課税台帳、賦課資料等の整備及び証拠書類等は完備されていて賦課漏れ、調定漏れ等はないか。 

    イ  税率及び税額の適用は正しいか。 

    ウ  賦課及び調定の手続は適正かつ適期に行われているか。 
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    エ  課税客体のは握、評価基準等は適正で税額の算定は正しいか。 

    オ  申告書の受付は事実に即して正しいか。 

    カ  申告書は実態調査等により精査されているか。 

    キ  未申告に対する処置は適正に行われているか。 

    ク  更正、決定の処理は適正に行われているか。 

    ケ  各種加算金等の決定は正しいか。 

    コ  国税所得の転記事務は適正に行われているか。 

    サ  自主調査分の所得額のは握は正確であるか。 

    シ  分割税額は正しいか。 

    ス  特別徴収義務者の登録は正しいか。 

    セ  特別徴収義務者のは握漏れはないか。 

    ソ  非課税、減免、徴収猶予等の取扱い及び手続は厳正に行われているか。        

    タ  廃業に伴う届出、諸帳簿等の返納手続は確実に行われているか。            

    チ  所有権留保付自動車に対する賦課手続は適切に行われているか。          

    ツ  課税留保自動車の実態調査は厳正に行われているか。                      

    テ  免税軽油使用者証、軽油引取税免税証の保管、交付等の取扱いは正しいか。  

    ト  県税事務所間の引継、引受け事務は正しいか。                            

   (2) 徴収事務は適正に行われているか。 

    ア  徴収簿は適正に整備されているか。 

    イ  滞納整理票は正確に整理保管され、紛失しているものはないか。 

    ウ  徴収猶予及び換価猶予は適正に行われているか。 

     エ  財産差押えは適法にして執行手続に遺漏はないか。  

    オ  差押財産の引揚げ、保管及び公売処分は適正に行われているか。 

    カ  交付要求、参加差押等の手続は適正に行われているか。 

    キ  繰上徴収手続、第二次納税義務者等の徴収手続は適正に行われているか。 

    ク  滞納処分執行停止は適正に行われているか。 

    ケ  資力回復状況の調査は行われているか。 

    コ  徴収嘱託の引継、引受け手続は正しいか。 

   (3) 収納事務は適正に行われているか。 

    ア  収納後徴収簿の整理、滞納整理票の手入等所内の連絡は迅速正確に行われているか。 

    イ  納税通知書の発付及び公示送達は適正に行われているか。 

    ウ  賦課の異動は、迅速正確に諸帳簿の整理が行われているか。 

    エ  公売代金の充当還付は迅速正確に行われているか。 

    オ  重複して徴収しているものはないか。 

    カ  納付委託（先日付小切手、約束手形等）の事務手続は適正か。 

 

 （支出事務について） 

   (1) 支出は予算目的に適合しているか。 

   (2) 支払は支出負担行為の完了したものであるか。 

   (3) 予算の配当、令達、執行委任等の額を超えて支出負担行為の決裁をしているものはないか。 

   (4) 支払は債務が確定したものであり、関係諸書類は整備されているか。 

   (5) 支出科目は正当か。 

   (6) 支出額は正しいか。 

   (7) 諸帳簿の記帳整理は正しく行われているか。 

      (8) 支出証拠書類は適正に保管されているか。 

   (9) 物品、公有財産の購入について、その時期、質、量及び価格は適切か。 

   (10) 事務事業の目的からみて不必要と思われる支出をしていないか。 

   (11)法令、契約等に対して違法、不当或は妥当性を欠いた支出はないか。 
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   (12)賃金職員の雇用、タクシー等の借上げは必要最少限度で行われているか。 

   (13)違法な公金支出に該当する支払はないか。 

   (14)重複支払を行っていないか。 

   (15)資金前渡、概算払、前金払等の精算は適期に行われているか。 

   (16)支払が遅れ遅延利息等を支払っていないか。 

 

 （計数について） 

   (1) 月次計数は正確か。 

    ア  諸帳簿及び提出された諸表の計数は正しいか。 

    イ  帳簿在高と保管現金（指定金融機関等の在高を含む）は合致しているか。 

    ウ  諸帳簿の記帳整理は正確で遅滞なく行われているか。 

    エ  毎月の収入、支出は均衡が保持されているか。 

    オ  県税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、県債等歳入の収入状況は順調であ

るか。 

    カ  収入支出差引不足額に対する資金操作は適正であるか。 

   (2)  決算計数は正確であるか。 

    ア  各会計の歳入歳出決算額は歳入簿、歳出簿と符合するか。 

    イ  調定額、収入済額、不納欠損額、収入未済額は収入関係諸帳簿と符合するか。 

    ウ  支出済額、予算残額は支出関係諸帳簿と符合するか。 

    エ  決算額は各課局室よりの決算資料と符合するか。 

    オ  予算流用額、予備費充用額、翌年度繰越額は、歳出簿又は知事より会計管理者への通知書と符

合するか。 

 

 ２ 契約検査事務 

   (1) 契約種別の選定に遺憾な点はないか。 

   (2) 入札参加者の指名（随意契約の場合は特定業者の選定）に遺憾な点はないか。 

   (3) 予定価格は公正妥当であるか。 

   (4) 入札保証金、契約保証金、契約保証人等は合規にして適正に行われているか。 

   (5) 入札事務は公正かつ適正に行われているか。 

   (6) 入札書、見積書は合規に徴されているか。 

   (7) 契約の締結は適法かつ合規にして、適正に行われているか。 

   (8) 追完請求権の条項、契約の内容に適合しないものがあった場合の処置は適切か。 

   (9) 契約の不履行又は履行遅延等に伴う処置及び諸手続は厳格に行われているか。 

   (10)一件契約とすべきものを分割して契約しているものはないか。 

      (11)設計変更等による契約変更の理由及び契約金額の増減の内容は適切か。 

   (12)契約は確実に履行されているか。 

   (13)検査は厳正にして適期に行われているか。 

   (14)検査の結果、不適合、不合格品等があった場合の処置は適切に行われているか。 

 

 ３ 現金及び有価証券 

   (1) 現金の取扱いは適正に行われているか。 

    ア  歳計現金は合規かつ適正に保管されているか。 

    イ  歳入歳出外現金は合規かつ適正に保管されているか。 

    ウ  一時借入金は合規かつ適正に保管されているか。 

    エ  資金前渡を受けた職員の現金の取扱いは適正に行われているか。 

      (2) 有価証券の出納保管は適正に行われているか。 

    ア  有価証券の出納手続は適正か。 

    イ  保管整理は適正に行われているか。 
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    ウ  小切手は速やかに処理されているか。 

    エ  諸帳簿の記帳は適正に行われているか。 

 

 ４ 時効 

   (1) 時効中断又は更新の措置は的確に行われているか。 

   (2) 消滅時効が完成した債権で取立収入しているものはないか。 

 

 ５ 財産 

   (1) 公有財産の取得、管理又は処分は適正に行われているか。 

    ア  財産の取得、管理又は処分は法令等に違反して行われていないか。 

    イ  財産の譲渡、交換、贈与、寄附、取りこわし等による異動に伴う事務処理は適正かつ速やかに

行われているか。 

    ウ  登記又は登録事務は遅滞なく行われているか。                  

    エ  財産は常に良好に維持管理され、最も効率的に運用されているか。  

    オ  財産の使用許可並びに貸付は適正に行われているか。            

    カ  不法占拠されているものはないか。                              

    キ  県有地の境界は明瞭となっているか。                            

    ク  財産台帳の整備は行われているか。                              

    ケ  貸付料、使用料は社会経済情勢に照らし適当であるか。 

   (2) 物品の取得、管理及び処分は適正に行われているか。 

    ア 需給計画に遺憾な点はないか。 

    イ 帳簿在高と現在高は符合するか。 

    ウ  物品の分類、保管事務は適正に行われているか。 

    エ  物品購入の数量は妥当か。 

    オ  遊休物品で他に転用し得るものはないか。 

    カ  物品の出納は的確に記帳整理されているか。 

    キ  亡失、損傷、廃棄、減耗等についての手続は適正に処理されているか。 

    ク  保管換等の手続は適正に行われているか。 

    ケ  生産品及び不用品の処分手続は適正か、また、売却処分による売却価格は適正か。 

    コ  寄附物品の受入手続は適正に行われているか。 

    サ  物品の貸付、貸与等の手続は適正に行われているか。 

    シ  物品の払出数量は需要数から見て適当であるか。 

    ス  物品に関する諸帳簿（票）は正確に整理されているか。 

   (3) 債権の管理は適正に行われているか。 

    ア  債権の記録は正確に行われているか。 

    イ  滞納処分、強制執行、保全及び取立ては適正に行われているか。 

    ウ  債権についての徴収停止、履行期限の延長又は債権に係る債務の免除は適正か。 

    エ  督促状の発付は所定の手続によって適期に行われているか。 

    オ  滞納整理票は整備されているか。                

    カ  延滞金及び違約金の徴収又は免除は適正に行われているか。 

    キ  不納欠損処分は所定の手続によって適正に行われているか。 

   (4) 基金の管理運用は適正に行われているか。 

    ア  法令又は条例に違反した運用を行なっていないか。 

    イ  効率的でない運用をしていないか。 

    ウ  収支の記録は正確に行われているか。 

    エ  基金運用から生ずる収益及び管理のための経費の処理は適当か。 

    オ  全部又は一部処分の手続は適正に行われているか。 
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 ６ 工事事務 

   (1) 実施計画は予算計画に基づき適正に行われているか。 

   (2) 設計書（設計内訳書、工事仕様書、設計図面）は適正に作成されているか。 

   (3) 設計書の積算は歩掛表、単価表により適正に行われているか。 

   (4) 材料支給、機械器具の貸付の場合は設計書に明示されているか。 

   (5) 認可設計、起工設計、実施設計の関連は適正であるか。 

   (6) 起工伺（変更伺）及び決裁について遺憾な点はないか。 

   (7) 工事の着手は合規に行われているか。 

   (8) 工事量と、着工の時期、工期の関係は適当であるか。 

   (9) 工事は工程表のとおり進捗していたか。 

   (10)材料支給の時期、量等は工事の進捗に合致しているか。 

   (11)持込材料の検査は適正に行われているか。 

   (12)工事の監督に遺憾な点はないか。 

   (13)工期の延長はやむを得ないものであるか。 

   (14)事業計画変更の手続は適正に行われているか。 

   (15)設計変更に伴う措置は適正に行われているか。 

   (16)設計変更の理由及びその手続は適正か。 

   (17)出来高検査、出来高払は適正に行われているか。 

   (18)工事中止、契約解除に伴う諸手続は正しいか。 

   (19)竣工検査は形式的に行われていないか。 

   (20)規程に定められた帳簿、書類は整備されているか。 

   (21)発生材は適正に処理されているか。 

   (22)不要不急の工事を施行していないか。 

 

 ７  事務事業の管理 

   (1) 事務事業はその本来の目的に即応して運営管理され、合理化又は能率化が図られているか。 

   (2) 事務事業施設の立地条件はその目的を達成するために適当であるか。 

   (3) 一会計年度間に計画された事務事業量は、客観的な諸要請に即応し、かつ、その目的を達成する

ため必要な量であるか。 

   (4) 組織、その他執務体制はその目的達成のため適当であるか。 

    ア 相互けん制組織、その他執務体制は合理的に行われているか。 

    イ それぞれの機関に対する職員の配置、内部的組織間の事務事業量に比較して人員の不均衡はな

いか。 

    ウ 監督者及び一般職員は、それぞれ責任の度合に応じて有効かつ合理的な事務を分担処理してい

るか。 

     エ その他事務処理の手段、方法、環境等の合理化、チームワークによる能率化について配意され

ているか。 

     オ 事務事業はその目的を達成するため計画的に執行され、実績は計画に対し所期の成果をおさめ

ているか。 

 

 ８  公営企業 

   (1) 会計経理について 

    ア  会計原則は忠実に守られているか。 

    イ  勘定科目の区分は適正であるか。 

    ウ  年度所属区分は適正であるか。 

    エ  収益及び費用の計理は適正に行われているか。 

    オ  資本金又は剰余金の計理は適正に行われているか。 

    カ  負債の計理は適正に行われているか。 
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    キ  固定資産の計理は適正に行われているか。 

    ク  流動資産の計理は適正に行われているか。 

    ケ  繰延勘定の計理は適正に行われているか。 

   (2) 財務諸表等審査について 

    ア 決算に当たり提出された諸表は法令に準拠して作成し、かつ、その計数は適正に表示されてい

るか。 

    イ 計数を次のごとく分析することにより導き出される問題点はないか。 

     (ｱ) 業務分析 

     (ｲ) 経営分析（構成、財務、回転、収益、利子負担等） 

     (ｳ) 予算決算、対照状況分析 

     (ｴ) 資金収支状況分析 

     (ｵ) 収益費用分析 

     (ｶ) 貸借対照表分析 

 

 ９ 財政援助 

   (1) 補助金、交付金、負担金、貸付金その他の財政的援助（以下「補助金等」という。）の事業は適正

に行われているか。 

    ア  法令、規則等に違反して補助金等を支出していないか。 

    イ  公益上必要がないと認められるものに対し補助金等を支出していないか。 

    ウ  補助金等交付申請書の審査は適正厳格に行われているか。 

    エ  補助金等は適正に算定され、かつ、その目的からみて適当であるか。 

    オ  補助金等の交付時期は適当であるか。 

    カ  概算払、前金払等の交付方法に遺憾な点はないか。 

    キ  対象事業の変更に伴う補助金等の更改その他の手続は適切に行われているか。 

    ク  交付条件その他契約内容は適正妥当であるか。 

    ケ  補助金等の事業はその目的にそって適正に行われているか。 

    コ 対象事業及び予算計画は適当であり、かつ、両計画は符合しているか。 

    サ 計画に実施内容は相違していないか。 

    シ 補助金等の効果は十分にあがっているか。 

    ス 交付条件その他契約内容は完全に履行されているか。 

    セ 補助金等にかかる会計計理の内容は適正か。 

    ソ 交付された補助金等は確実に受入れされているか。 

    タ 帳簿その他証拠書類は確実に整理されているか。 

   (2) 出資及び支払保証（以下「出資等」という。）の目的は達成されているか。 

    ア  出資等を受けている団体はその目的にそって運営されているか。 

    イ  出資等を受けた団体の経営状態は良好であるか。 

    ウ  出資等を受けている団体に対する指導監督は適切に行われているか。 

      (3) 公の施設の管理は、適正かつ効率的に行われているか。 

        ア  当該施設設置の目的を効果的に達成しているか。 

        イ  指定管理に係る契約書等に基づいて施設が適正に管理されているか。 

    ウ 指定管理業務に係る出納事務は適正に行われているか。 

    エ 指定管理業務に係る帳簿及び証拠書類は確実に整理されているか。 

 

 

１０ 公金の収納、支払事務 

   (1) 指定金融機関等に対する法令、通達等の指導連絡は適正に行われているか。 

   (2) 指定金融機関等の事務取扱いに関する契約の内容は正確に履行されているか。 

   (3) 収納した公金は、正規の手続で歳計現金に組入れられ、また、支出については支払機関への通知
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に基づき正規の手続で支払が行われているか。 

   (4) 歳計現金は、会計管理者又は企業出納員の指示どおり預金され、整理されているか。 

   (5) 歳計現金は、年度別、会計別に正確に整理されているか。 

   (6) 口座振替は適正に処理されているか。 

   (7) 隔地払は会計管理者又は企業出納員の指示どおり債主に送金し領収書を徴しているか、また、支

払未済金の処理は的確に行われているか。 

   (8) 委託を受けた有価証券は確実に保管し、支払期日に取立てし、公金収納分として的確に収納して

いるか。 

   (9) 不渡及び返還請求を受けたときの処理は適正に行われているか。 

   (10)歳入歳出外現金の取扱いは適正に行われているか。 

   (11)収入、支出の証拠書類の保管は適正に行われているか。 

   (12)指定金融機関等相互間の事務手続は適正に行われているか。 

 

１１ 健全化判断比率等 

   (1) 健全化判断比率等の算定の基礎となる事項を記載した書類は、一般会計等の決算書類に基づいて

適正に作成されているか。 

   (2) 健全化判断比率等は、適正な資料に基づいて算定されているか。 

        ア 実質赤字額、連結の実質赤字額及び元利償還金等は、適正に算定されているか。 

        イ 将来負担すべき実質的な負債は、適正に見込まれているか。 

        ウ 損失補償額等の評価は、基準に基づき適正に行われているか。 

        エ 公営企業の資金の不足額は、適正に算定されているか。 

        オ その他健全化判断比率等に係る数値は、適正に算定されているか。 

 

１２ 業務適正化評価報告書の審査 

   (1) 評価手続に係る記載の審査 

    ア 評価体制、評価対象期間及び評価基準日、評価範囲、全庁的な業務適正化の評価項目並びに評

価方法等について、適切に行われているか。 

    イ 把握すべき不備に漏れはないか、評価範囲に含まれるべき業務適正化事務について、不足なく

評価されているか。 

    ウ 評価項目に対応する業務適正化の整備状況及び運用状況が適切に把握されているか、評価が形

骸化されていないか。 

   (2) 評価結果に係る記載の審査 

    ア 重大な不備にあたるかどうかの判断を適切に行っているか、是正された整備上の重大な不備が

評価基準日までに正しく是正されているか。 

    イ 長によって把握されていない業務適正化の不備を把握した場合は、把握した段階で早期の改善

又は是正を求める。  

   (3) 評価手続における不適切事項の除外 

      評価手続に係る記載が適当でないと考えられる場合、評価手続における不適切な事項を除外し

た上で、評価結果に係る記載に審査を行う。 
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  別表第２（第３条関係） 

監査技術 

 １ 通査 

   監査等の資料及びその他の資料をひととおり検討し、対象となる事務、事業を分解してその方針手続、

現状等を概括的には握し、例外事項、異常現象を発見し問題点を抽出する。 

 ２ 照合 

   関係諸記録を相互に突合し、その記録又は計算の正否を確かめる。（これには、証拠突合、帳簿突合、

計算突合、陳述突合及びその他資料突合がある。） 

 ３ 実査 

   事実の実在性について直接検証する。（これには、現物検証、現場検証等がある。） 

 ４ 立会 

   現場に立ち会って現状を視察し、処理状況の適否を判断して事実の実在性を類推する。 

 ５ 確認 

   事実の実在性を写真、証拠等をもって確かめる。 

 ６ 質問 

   事実の実在性又は問題点に関し、当事者、関係者に対して質問する。 

 ７ 調整 

   関連ある調査項目相互の相違点を別の関連資料によって補足し、その実質的一致を確かめる。 

 ８ 分析 

   事実の根拠を究明して、これを要素別、次元別、問題別等に分析する。（これには、比率分析、時系別

分析等がある。） 

 ９ 証拠の提出及び陳述 

   請求人から証拠の提出を受けるとともにその申立てを聞き事案の実体等について確かめる。 

１０ 総合 

   分析した事実をさらに根拠別に再構成して評定する。 

１１ 比較 

   各種の経営分析手法、統計手法、その他の比較手法を利用し、数値その他をもって差異を明らかにし

て事態を認識し、合法性、合目的性、合理性の観点から事実の性格程度等の問題点を究明する。 
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別表第３（第５条関係） 

監査処置基準 

 

備考 １ 上記の処置区分による処置が適当でないと認められるときは、その他の処置をすることができ

る。 

    ２ 処置区分を適用する基準は別表「監査処置基準の運用指針」のとおりである。 

     ３ 組織間・担当者間での連携、連絡、引継ぎの不徹底に起因する不適正事案については、その内

容、程度も考慮し、処置区分を決定する。 

処置区分 処置の事案 処置の内容 

勧 告 次の１～３に該当するもので監査委員

が特に必要と認めたもの 

１  法令（条例、規則その他の規程を含

む。以下、同じ。）に違反したもの 

   又は不当なもので、重大なもの 

２  著しく妥当性を欠くもの 

３  著しく不経済又は非効率なもの 

１  法に基づく勧告及び公表をする 

２ 報道機関等に内容を公開する 

３ 代表監査委員は、部局長及び監査実施機

関の長に対し、文書で今後適切な取扱い又

は改善を行うよう通知し、その処理方針に

ついて回答を求める 

指 摘 １  法令に違反したもの 

   又は不当なもので、重大なもの 

２  著しく妥当性を欠くもの 

３  著しく不経済又は非効率なもの 

１  法に基づく報告及び公表をする 

２ 報道機関等に内容を公開する 

３ 代表監査委員は、部局長及び監査実施機

関の長に対し、文書で今後適切な取扱い又

は改善を行うよう通知し、必要に応じその

処理方針について回答を求める 

注 意 指摘に至らない比較的軽易なもののう

ち、文書により是正を求めることが適当

と認められるもの 

代表監査委員は、部局長及び監査実施機関

の長に対し、文書で是正を求め又は注意を喚

起する 


